
厚生労働省・鳥取労働局・ハローワーク

（独）雇用・能力開発機構の廃止に伴い

各種助成金の申請先が変わります！

対象となる助成金対象となる助成金

（独）雇用・能力開発機構の廃止に伴い、これまで機構の鳥取センター

で取り扱っていた以下の助成金の相談･申請窓口が、平成23年10月
１日から、各ハローワーク(鳥取労働局)に変更となります。

※ 平成23年９月30日までは、これまでどおり、（独）雇用・能力開発機構

各都道府県センターで相談・申請を受け付けています。

（平成２３年１０月１日以降の相談・申請先）
★事業主の方は、事業所の所在地を管轄するハローワークとなります。

ハローワーク鳥取 （電話 0857-23-2021）
ハローワーク米子 （電話 0859-33-3911）
ハローワーク根雨 （電話 0859-72-0065)
ハローワーク倉吉 （電話 0858-23-8609)

★事業主団体は、鳥取労働局職業安定部（電話 0857-29-1707）と
なります。

（事業主の方へ）
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